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ごあいさつ 

～ 地域性を大切にする快適で活気に満ちたまち養老を目指して ～

まちづくりの基本的な方針である、現行計画「養老町都市計画マスタープラン」を平成

17 年３月に策定以後、時代が「平成」から「令和」に変わり、少子高齢化や人口減少など

の一層の進行により社会情勢は急激に変化しております。本町においては、平成 29 年に

東海環状自動車道養老インターチェンジ、平成 30 年には名神高速道路養老サービスエリ

アスマートインターチェンジの開通など、本町を取り巻く環境が大きく変化しました。

これらの変化に対して適切に対応し、本町が持続的に発展していくために、都市計画マ

スタープランを改定することとしました。

今回の改定では、将来像として「地域性を大切にする快適で活気に満ちたまち 養老」

を掲げ、養老公園や焼肉街道などの養老町らしさを大切にしつつ、集約型都市構造の形成

により快適な住環境の確保を図るとともに、養老サービススマートインターチェンジや養

老インターチェンジの開通による立地ポテンシャルを活かした活気に満ちたまちを目指

してまいります。 

 今後とも、町民の皆様のより一層のご理解とご協力のもと、「町民が主役」の信念をわ

すれることなく町政運営に邁進してまいりたいと考えております。 

最後に都市計画マスタープラン改定にあたり、アンケート調査等を通じ様々なご意見、

ご提言していただきました町民の皆様をはじめ、真摯にご審議いただきました都市計画審

議会委員ならびに関係各位に心から感謝申し上げます。 

令和 2 年 3 月 
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第１章 基本的事項 

1-1 都市計画マスタープランとは 

1-2 改定の背景 

1-3 養老町都市計画マスタープランの位置づけ 

1-4 計画の構成 

1-5 目標年次と対象区域 

※都市計画用語等については、巻末の用語集をご参照ください。 
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第１章 基本的事項 

１－１  都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランは、1992年の都市計画法の改正によって規定された「市町村の都

市計画に関する基本的な方針」（都市計画法第 18条の 2）として定める計画です。 

都市計画マスタープランは、住民参加のもとに市町村自らがまちづくりのビジョンを確立

し、将来像やまちづくりの目標を実現するために土地利用や都市施設の方針等を明らかにす

る計画であり、まちづくりの長期的・総合的な指針としての役割を果たします。 

 

１－２  改定の背景 

養老町（以下、「本町」という。）では、2005年 3月に現行計画を策定し、都市計画を進め

てきました。現行計画は、2005年から概ね 10年間を計画期間としており、その間に本格的な

人口減少社会の到来や少子高齢化の一層の進行、情報通信技術（ICT）の進展など、社会情勢

は大きく変化しました。 

今回、現行計画が改定の時期を迎え、上位計画である養老町総合計画や養老都市計画区域

マスタープランも見直しの時期となり、さらに、2017 年 10 月に東海環状自動車道養老イン

ターチェンジ（以下、「養老 IC」という。）、2018 年 6 月に名神高速道路養老サービスエリア

スマートインターチェンジ（以下、「養老 SAスマート IC」という。）が開通し、交通立地環境

も大幅に変化しました。 

これらを踏まえて、本町が持続的に発展していくためには、魅力的なまちづくりが求めら

れています。 

そこで、新たな都市計画・まちづくりの方針を明らかにするべく、養老町都市計画マスタ

ープラン（以下、「本計画」という。）を改定することとしました。 

 

■本計画の改定背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画・区域マスタープランの見直し 

社会情勢の変化 

現行計画の計画期間 

養老 SAスマート IC・養老 ICの開通 
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１－３  養老町都市計画マスタープランの位置づけ 

 本計画は、養老町総合計画（（仮称）養老町まちづくりビジョン）や養老都市計画区域マス

タープランなどの上位計画を踏まえ、本町の将来像や土地利用の方針を明らかにするととも

に、道路や公園、下水道等の都市施設、自然環境や景観といった都市計画・まちづくりに関

する様々な分野について、その整備や保全の総合的な指針としての役割を果たします。 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養老町都市計画 
  マスタープラン 

養老町総合計画（（仮称）養老町まちづくりビジョン[策定中]） 

関連計画 

その他関連計画 

養老都市計画区域マスタープラン 

養老町人口ビジョン 

 

即する 

上位計画 

整合・連携 

「絆を大切にするまち養老」

創生総合戦略 

即する 

市街化区域・用途地域の指定など（土地利用の方針） 

 

道路・公園・下水道の都市計画決定など（都市施設の方針） 

 

土地区画整理事業など（市街地開発事業の方針） 

 

個別計画 

国土強靭化地域計画[策定予定] 
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１－４  計画の構成 

本計画は、都市の広域的な位置づけや特性、動向などを整理した「資料編」の結果を踏ま

えて作成しています。 

また、本計画は、第１章「基本的事項」にはじまり、都市全体の観点から目指す将来像や分

野ごとの方針を示す第 2 章「まちづくりのビジョン」、第 3 章「まちづくりの方針」、地域ご

とに考え方や方針を示す第 4 章「地域別構想」で構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1章 基本的事項 
1－1 都市計画マスタープランとは 
1－2 改定の背景          
1－3 養老町都市計画マスタープラン 

の位置づけ 
1－4 計画の構成 
1－5 目標年次と対象区域 

第 1章 都市の広域的位置づけ 
1－1 広域的特性 
1－2 上位計画・関連計画に 

おける位置づけ 

 
第 2章 都市の特性と動向分析 
2－1 自然的条件        
2－2 歴史的条件         
2－3 人口・世帯数   
2－4 土地利用及び建物利用 
2－5 産業構造     
2－6 交通体系 
2－7 市街化の状況と動向 
2－8 都市施設整備状況 
2－9 関連法規制状況 
2－10 その他 
2－11 現況のまとめ 

 

第 2章 まちづくりのビジョン 
2－1 都市の将来像 
2－2 将来都市構造 

第 3章 まちづくりの方針 
3－1  土地利用の方針 
3－2  交通体系の方針 
3－3  公園・緑地整備の方針 
3－4  下水道整備の方針 
3－5  その他都市施設の方針 
3－6  市街地整備の方針 
3－7  都市防災の方針 
3－8  都市景観の方針 
3－9  地域ブランドの方針 
 

第 4章 地域別構想 

4－1  地域別構想の役割 

4－2  北部地域 

4－3  南部地域 

4－4  養老地域 
 

第 3章 住民意識の把握 

3－1  アンケートの実施状況 

3－2  アンケートの解析結果 

資料編 養老町都市計画マスタープラン 
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１－５  目標年次と対象区域 

都市計画マスタープランは、長期的な展望の下でまちづくりを考える必要があるため、本

計画は策定年次の 2020年を基準として、20年後の 2040年を目標年次とします。ただし、上

位計画の見直しや社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて本計画を見直すこととします。 

 また、本計画の対象区域は、本町南西部の山林の一部に都市計画区域外がありますが、本

町全域（72.29km2）とします。 

 

 

 

 
 

策定基準年次 

2020 年 

 

計画目標年次 

2040 年 



 

 

 

 

 

  

第２章 まちづくりのビジョン 

2-1 都市の将来像 

2-2 将来都市構造 

第

２
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第２章 まちづくりのビジョン 

２－１  都市の将来像 

１．広域的な都市構造の考え方 

(１) 現在の産業構造 

本町には国土軸である名神高速道路が通っていますが、企業立地が少なく、その恩恵は限

定的となっています。そこで、同じく名神高速道路が通り、本町と経済・産業の結び付きが

強い大垣市の産業構造と比較すると、本町は運輸業等流通系機能の拡張余地は十分にあると

考えられます。 

 

図 養老町と大垣市の産業構造の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：RESAS】 

農業・林業 

建設業 

製造業 

宿泊業・飲食サービス 

卸売業・小売業 

農業・林業 

運輸業・郵便業 

複合サービス事業 

建設業 

製造業 

金融業・保険業 

大垣市 

養老町 

運輸業・郵便業 
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また、製造業に関する指標についても大垣市と顕著な差があり、強化を図る必要がありま

す。 

 

図 都市モニタリングシートによる養老町と大垣市の比較 

 
 

 

※偏差値は、全国平均を 50 とした値とします。 

【資料：国土交通省都市モニタリングシート】 

 

 

  

データ 偏差値 データ 偏差値
農林業経営体数   817.0 772.0 49.5 1,627.0 58.2
農業産出額   [千万円] 513.9 268.0 46.7 266.0 46.7
製造業従業者数   [人] 4,306.7 2,845.0 48.4 15,635.0 62.4
製造品出荷額   [百万円] 183,793.1 80,348.0 48.1 472,584.0 55.4
サービス業従業者数   [人] 2,762.4 571.0 49.1 4,446.0 50.7
商品販売額（小売業）   [百万円] 75,769.9 30,428.0 48.8 164,803.0 52.4
従業者一人当たり第三次産業売上高 
_売上高合計   [百万円] 598,415.2 82,433.0 49.4 790,041.0 50.2

指標項目 全国平均
養　老　町 大　垣　市
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 (２) 将来の広域都市構造 

将来的に東海環状自動車道・新名神高速道路が整備されることにより、本町から名古屋港・

四日市港など伊勢湾臨海部へのアクセスや、京都・大阪など関西方面へのアクセスが飛躍的

に向上します。 

また、国土軸の名古屋-大阪間の複線化により、現状でみられる慢性的な渋滞の解消、時

間距離の短縮等が見込まれます。それによって、処理能力の高まった国土軸と東海環状自動

車道との交差部に位置する本町が、拠点としての重要性が飛躍的に高まることが予想されま

す。 

そのため、将来的な広域都市構造を踏まえると、本町ではこの立地ポテンシャルを活かし

た製造の拠点、あるいは流通上のハブなど、日本の産業振興における拠点としての役割が期

待されます。 

 

図 将来広域交通ネットワーク 
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２．まちづくりの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位・関連計画の方針 

【都市基盤に関する方針】 

・東海環状自動車道整備による東名高速道

路、名神高速道路、中央自動車道、東海北

陸自動車道、新東名高速道路、新名神高速

道路の連結 

・養老線駅等を中心とした集約連携型のま

ちづくりと一体となった公共交通ネット

ワークを形成 

【土地利用に関する方針】 

・コンパクトなまちづくりの推進 

・集落基盤整備の推進、良好な住環境の維持 

・田園環境を活かした新定住者の創出 

・空き家などの調査と利活用の促進 

・各地区の拠点施設の整備 

・養老 ICを活かす土地需要への対応 

・幹線道路沿線などの沿道地区開発 

・農地の保全 

 

 

【産業振興に関する方針】 

・養老 ICの波及効果を活かす立地促進 

・東海環状自動車道沿線地域などと連携し

た誘致活動 

 

 

本町の現状 

【地域ブランド】 

・養老山地や養老公園、焼肉街道はじめ観

光施設や観光街道の魅力の向上が必要

です。 

・観光客の受入環境の整備や新たな地域

ブランドを創出していく必要がありま

す。 

【人口】 

・総人口は減少傾向にあり、2015 年には 29,029 人と

なっています。年齢別にみると 15 歳未満、15～64

歳人口は減少傾向にあります。一方で、65歳以上人

口は増加傾向にあり、少子高齢化が進んでいます。 

・通勤・通学による流出・流入数は、流出 9,227 人

に対して流入 5,628 人となっており流出超過とな

っています。 

【産業】 

・農業は、農家数と経営耕地面積ともに減少してい

ます。 

・工業の製造品出荷額等は、2012 年まで減少してい

ましたが以降増加しています。 

・商業の年間商品販売額は、2012 年まで減少してい

ましたが以降増加しています。 

【交通体系】 

・一般国道 258 号と(主)大垣養老公園線、(主)南濃

関ケ原線、(一)養老平田線が骨格を形成していま

す。 

・養老鉄道が南北に通っており、町内に 3駅があり

ます。 

・名阪近鉄バスが 2路線（大垣多良線・海津線）あ

ります。 

・オンデマンドバスが公共交通空白地域を補完して

います。 

 

【土地利用・その他】 

・西部に養老山地の山林が広がり、高田地区に住宅

の集積がみられ、主要幹線道路沿道に商業用地が

集積しています。その他の地域は、ほとんどが田

を主とする農地が広がっており、工業用地は比較

的大規模なものが点在しています。 

・中心市街地である高田地区で、空き家が最も多く

なっています。 

 

まちづくりの課題 住民の意向 

【将来像について】 

・本町の印象として、「活気がないまち」

「特に特徴のないまち」といったマイ

ナスな意見が多く、将来的には、住み

やすく活気があるまちにしたいと考

えている住民が多いです。 

 

 

【地域ブランドについて】 

・本町のシンボルを「養老の滝（孝子伝

説）」と回答している人が多い一方で、

本町の印象として「歴史と伝統がすぐ

れたまち」という意見は少なくなって

います。また、養老 SA スマート IC・

養老 IC 周辺では、大規模商業施設の

誘致や地域資源を活かした観光施設

の整備を望む声が多くなっています。 

【住環境について】 

・将来的に「住みやすい住環境のまち」

を望む住民が多いですが、現在の生活

環境については、「交通が不便なまち」

と感じています。 

 

 

【地域ブランドに関する方針】 

・歴史文化観光づくりの推進 

・産直販売体制の整備 

・農業を活かした交流やグリーン・ツーリズ

ム企画の展開 

・地場産品の販売促進 

・食肉関連事業との連携 

・養老公園の再整備 

 

 

【産業】 

・養老 SA スマート IC・養老 IC の開通に

よる交通利便性の向上を踏まえ、製造

業などの既存産業の更なる強化をはじ

め、新たな産業機能として交通利便性

を活かした運輸業などの誘導を図る必

要があります。 

・自動車交通に対応した商業環境の形成

を図る必要があります。 

 

【集約型都市構造】 

・バスや鉄道などの公共交通機関の更な

る充実や、利便性の向上によるシーム

レスな交通体系の形成が必要です。 

・買い物等の日常生活サービス機能を集

約した市街地の形成が必要です。 

・広域幹線道路や主要幹線道路、交通結節

点の整備による道路ネットワークの充

実が必要です。 

・市街地としての魅力的な都市機能の整

備や公共施設の充実と適正な配置が求

められます。 

 

【産業振興ついて】 

・工業面では、地元工業の活性化や情報

産業や先端技術産業の誘致を望む声

が多くあります。商業面では、市街地

内の飲食店の充実や幹線道路沿道の

商業施設の誘致を望んでおり、農業面

では、新たな土地利用を望む意見と保

全や農的利用を望む声が半々になっ

ています。 

 

【公共施設について】 

・公共交通の利便性や生活道路、歩行者

の安全性、下水道、河川の治水対策、

子供の遊び場や公園に対して不満に

感じている住民が多いです。 
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３．基本理念と将来像 

本計画は、「養老町第五次総合計画」に即して策定するため、「養老町第五次総合計画」に

おいて掲げる基本理念や目指すまちの姿を踏まえて、都市計画の方向性を明らかにします。 

そのため、基本理念は「養老第五次総合計画」を踏襲し、以下のとおりとします。 

〈基本理念〉 

 

 

 

また、将来像については、「養老公園」や「焼肉街道」などの本町らしさを大切にしつつ、

集約型都市構造の形成により快適な住環境の確保や、養老 SA スマート IC・養老 IC の開通に

よる立地ポテンシャルを活かした活気に満ちたまちを目指すものとし、以下のとおりとしま

す。 

〈将来像〉 

 

 

 

 

４．まちづくりの目標 

「産業」、「地域ブランド」、「集約型都市構造」の 3 つの観点で整理したまちづくりの課題

や将来像をもとにまちづくりの目標を以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

快適に住み続けられるまちづくり 

地域性を活かしたまちづくり 

活気に満ちたまちづくり 

みんなで力をあわせる絆のまちづくり 

地域性を大切にする快適で活気に満ちたまち 養老 

集約型 

都市構造 

地域 

ブランド 

産業 
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５．まちづくりの考え方 

(１) 産業振興・・・「活気に満ちたまちづくり」 

本町では、近年、養老 SAスマート IC・養老 IC の開通により交通利便性が格段に向上しま

した。今後、東海環状自動車道が全区間開通することで、広域都市構造の中で枢要な位置づ

けとなります。 

そのため本町においては、養老 SA スマート IC・養老 IC の開通による立地ポテンシャル

を活かして、養老 SA スマート IC・養老 IC 周辺での産業拠点の整備を推進するとともに、製

造業などの既存工業の振興や、運輸業などの新規産業の立地誘導を図ります。 

また、幹線道路沿道については、自動車交通に対応した商業環境の形成を進め、産業振興

を図り、「活気に満ちたまちづくり」を進めます。 

 

(２) 地域ブランドの向上・・・「地域性を活かしたまちづくり」 

本町には、年間 100 万人を超える観光客が訪れる養老公園がありますが、国内人口は年々

減少傾向にあり、国内観光客、ひいては養老公園の観光客も減少することが予想されます。 

一方で、2018 年に訪日外国人客が年間 3,000 万人を超え、インバウンド需要が高まってい

ることから、今後は国内観光客だけではなく、外国人観光客にもスポットを当てた受入環境

の整備が必要となります。 

本町においては、自然を感じることのできる養老山地、象鼻山や養老公園、特産である食

肉産業を活かした焼肉街道などの観光地としての魅力の向上や、観光地周辺での受入環境の

整備を進めます。また、養老 IC 周辺では、観光客向けの商業環境を整備するため、食肉産

業施設や農業加工施設、農家レストランなどの 6次産業施設や道の駅の誘導も図ります。 

これらにより、地域の特性を最大限に活かしたまちづくりを進めつつ、インバウンド需要

に対応した、「地域性を活かしたまちづくり」を進めます。 

図 国内インバウンドの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：日本政府観光局（JNTO）】 
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(３) 集約型都市構造の形成・・・「快適に住み続けられるまちづくり」 

本町の人口は年々減少しており、財政的に投資的経費の比率を減少せざるを得ず、新たな

市街地形成に対する公共投資が難しくなっています。 

そのため、今後は無秩序な市街地の拡大を抑制することを前提として、中心市街地である

高田地区については、空き地・空き家を利活用し、市街地の再生を図ります。その他に、公

共交通の確保された養老駅・烏江駅周辺では、市街地を維持・誘導していきます。 

また、本町の高齢化率は 28.9％と超高齢化が進行していることから、これからのまちづく

りは高齢者にも配慮して進めていく必要があります。 

そのため、高齢者にとっても過ごしやすいまちを目指し、自動車交通に依存した状況から

の脱却を目的として、シームレスな公共交通ネットワークの形成を図り、「快適に住み続け

られるまちづくり」を進めます。 
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【資料：国立社会保障人口問題研究所】 

本町の人口は年々減少しており、2015 年時点で 29,029 人となっています。国立社会保障人

口問題研究所の推計によると、今後も減少が続き目標年次の 2040 年には、17,572 人になる

と予測されています。 

また、年齢別人口については、2015 年と 2040 年を比較すると、15歳未満の年少人口と 15

～64 歳の生産年齢人口は約半数に減少する見込みです。一方、総人口に占める 65 歳以上の

老年人口の割合は増加する見込みとなっています。 

そのため、今後は養老 SA スマート IC・養老 ICを活かした産業振興による就業場所の増加

により、人口増加を目指し、2040 年の目標人口を 20,000 人と設定します。 

 

 

目標人口 

20,000 人 （目標年次 2040 年） 

推計値 実績値 
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２－２  将来都市構造 

１．集約型都市構造の形成 

基本的には、無秩序な市街地の拡大を抑制したうえで、中心市街地では市街地の再生を図

り、公共交通の確保されたゾーンである養老鉄道の駅周辺の市街地を維持・誘導するととも

に、すべての住民が住みやすいと感じることのできる、集約型都市構造を目指します。 

 

(１) ゾーンの設定 

① 中心市街地ゾーン 

2000 年まで DID に指定されていた美濃高田駅周辺の高田地区を中心市街地ゾーンと位置

づけます。 

人口減少に伴い DID の指定から外れたものの、本町の中心地であることから公共施設や

道路網等が充実しています。そこで、既存ストックや空き地・空き家を利活用し、中心市

街地としての機能の再生を図ります。 

 

② 駅周辺の市街地ゾーン 

養老鉄道の養老駅・烏江駅周辺を駅周辺の市街地ゾーンと位置づけます。 

本格的な超高齢社会に突入し、公共交通である鉄道やバスは住民にとっての貴重な移動

手段となっています。特に、駅はバス等の交通機関が集まる交通拠点となることから、駅

周辺の市街地を維持・誘導します。 

 

③ 農業及び集落ゾーン 

①・②以外の居住ゾーンでは、積極的な市街化の誘導は行わず、旧来からの農村集落の

既存ストックを活用して、既存集落を維持します。 
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図 ゾーン 
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(２) 交通軸の設定 

① 広域幹線軸 

広域の地域間を連携する道路として、国土軸である名神高速道路及び東海地域の環状線

である東海環状自動車道を位置づけます。 

 

② 主要幹線軸 

都市機能の配置と連動する道路として、桑名市や大垣市に連絡する一般国道 258 号、養

老 IC のアクセス道路である(一)養老平田線、養老公園・高田地区や一般国道 21 号方面に

連絡する(主)大垣養老公園線、関ケ原町や海津市に連絡する(主)南濃関ケ原線、その他に

輪之内町に連絡する(仮称)養老輪之内線を位置づけます。 

 

図 交通軸 
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(３) 拠点及び都市構造上の軸の設定 

① 交通拠点 

養老鉄道の駅のほか、自動運転を見据えてファーストワンマイル・ラストワンマイル用

の交通機関の乗り換えの場所として、大型商業施設の駐車場等を交通拠点として位置づけ

ます。 

 

② 観光拠点 

年間 100 万人を超える観光客が訪れる養老公園や象鼻山を本町の観光拠点として位置づ

け、周辺の地域も含め、観光地としての魅力の向上を図ります。 

 

③ 産業誘導拠点 

養老 SA スマート IC・養老 IC 周辺は、将来的に広域的な交通動線の結節点となることか

ら産業誘導拠点として位置づけます。立地ポテンシャルを活かした製造業の拠点、流通上

のハブとしての役割を果たします。 

 

④ 観光軸 

(主)南濃関ケ原線の北部沿道は、本町の特産である食肉を活かした焼肉の名店が多く立

地している焼肉街道を観光軸に位置づけます。また、インバウンドを見据えた受入環境の

充実を図り、更なる集客力の向上を図ります。 

 

⑤ 産業誘導軸 

一般国道 258 号や(一)養老平田線沿道を産業誘導軸と位置づけます。産業誘導拠点と同

様に立地ポテンシャルを活かした製造業の拠点、流通上のハブとしての役割のほか、自動

車交通に対応した近隣住民に魅力的な商業環境の形成、観光客向けの 6 次産業施設や道の

駅の誘導を図ります。 
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図 拠点・軸 
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２．将来都市構造図 
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3-2 交通体系の方針 

3-3 公園・緑地整備の方針 

3-4 下水道整備の方針 

3-5 その他都市施設の方針 

3-6 市街地整備の方針 
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第３章 まちづくりの方針 

３－１  土地利用の方針 

１．基本的な方針 

全国的な人口減少や高齢化は、本町も例外ではありません。2015 年の国勢調査では、人口

は 3 万人を下回り、高齢化率は 3 割弱となっています。そのため、今後は無秩序な市街地の

拡大を抑制し、中心市街地や公共交通の確保されたゾーンで市街地を維持し、公共交通ネッ

トワークやインフラが充実した集約型都市構造構築のための土地利用を図ります。 

また、養老 SA スマート IC・養老 IC 周辺では、立地ポテンシャルを活かしたインターチェ

ンジ周辺にふさわしい土地利用を図ります。 

 

 

２．整備の方針 

(１) 住宅地 

① 中心市街地 

・2000 年まで DID に指定されていた美濃高田駅周辺の高田地区は、本町の中心市街地であ

ることから、既存ストックや空き地・空き家を利活用し、市街地の再生を図ります。 

 

② 養老駅周辺の市街地 

・養老駅周辺では、生活道路の整備や空き地・空き家の有効活用により、住環境の向上を

図り、市街地を維持・誘導します。 

 

③ 烏江駅周辺の市街地 

・烏江駅周辺では、優良な農地との調整を図りつつ、市街地を維持・誘導します。 

 

④ 既存集落 

・既存集落では、市街化誘導を積極的には行わず、現在の生活基盤を維持していきます。 

 

(２) 商業地 

① 中心市街地 

・中心市街地である高田地区では、(都)高田五日市線・(都)高田石畑線・(主)大垣養老公園

線を中心に日常生活を支える身近な商業環境を整備します。 
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② 沿道 

・一般国道 258 号・(一)養老赤坂線の沿道については、既存の商業集積を活かしつつ、周

辺環境に配慮し、自動車交通に対応した近隣住民に魅力的な商業環境を維持します。 

・(主)南濃関ケ原線・(一)養老平田線では、食肉産業施設や農業加工施設などの 6 次産業施

設や道の駅のような観光客向け商業環境の形成を検討します。 

 

(３) 工業地 

① 養老 SA スマート IC・養老 IC 

・養老 SA スマート IC・養老 IC の開通による交通利便性を活かし、アクセス道路等の計画

的な基盤整備を行い、工業集積や運輸業などの新規産業の誘致により、更なる産業振興

を図ります。 

 

② 沿道 

・一般国道 258 号・(主)南濃関ケ原線・(仮称)養老･大垣･安八線沿道の既存の工業地につい

ては、周辺環境と調和した良好な工業環境の維持に努めます。 

 

(４) 自然・レクリエーション地区 

・緑豊かな自然や歴史が息づく養老山地や象鼻山、豊

富な水資源を有する揖斐川・牧田川・杭瀬川などの

河川は、本町の貴重な自然であり、災害対策を講じ

つつ保全に努めます。 

・養老の滝周辺や、河川緑地等の親水空間においては、

自然を活かしたレクリエーション地区として、観光

客のニーズに対応した魅力的な土地利用を図りま

す。 

 

(５) 自然共生地区 

・本町の大半を占める農地は、基本的には保全に努め

ますが、養老 SA スマート IC・養老 IC 周辺について

は、市街化と調整を図りつつ保全します。 

・豊かな田園を有する大巻地域においては、農業基盤

の整備を図り、農業生産環境の改良に努めます。 
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図 土地利用の方針 
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３－２  交通体系の方針 

１．基本的な方針 

周辺市町に比べ高齢化率が高い本町では、更なる高齢化に適切に対応していく必要があり

ます。そのため、高齢ドライバーにも対応した運転しやすい環境づくりや、運転免許証の自

主返納者にとっても暮らしやすい、バス・鉄道などの交通機関の乗り換えがスムーズにでき

るシームレスな公共交通ネットワークの形成を図ります。 

また、養老 SA スマート IC・養老 IC の開通による交通需要に対応した道路ネットワークを

整備します。 
 
 

２．整備の方針 

(１) 道路 

・高齢ドライバーにも安全に安心して運転できるよう、カーブミラーや街灯などの交通安全

施設の整備を検討します。 

・主要幹線道路や幹線道路においては、将来の交通需要に対応するため、交通処理能力の向

上や新規路線の検討により渋滞の緩和を図ります。 

・養老 SA スマート IC・養老 IC 周辺では、交通量の増

加が予想されるため、それに対応した交通環境の整

備をはじめ、アクセス道路の強化・充実を図ります。 

・高田地区や既存集落においては、道路ネットワーク

充実のため、道路整備や現道の拡幅、歩道の整備を

検討します。 

・都市計画道路の整備を促進するとともに、都市計画

道路の見直しを図ります。 

 

表 対象路線 

種  別 道 路 名 称 

自動車専用道路 
名神高速道路 

■東海環状自動車道 

主要幹線道路 

■一般国道 258 号 

■(主)大垣養老公園線 

■(一)養老平田線 

(主)南濃関ケ原線 

(仮称)養老輪之内線 

幹線道路 

(主)羽島養老線 

(一)養老赤坂線 

(一)牧田室原線 

(一)養老垂井線 

(町)上多度池辺線 

(仮称)養老･大垣･安八線 

■：都市計画道路 
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(２) 鉄道・駅前広場 

・本町と大垣市や桑名市などと連絡する養老鉄道は、

今後も利用を促進するため、関係機関に輸送体制の

強化を要請し、利便性の向上を図ります。 

・美濃高田駅・養老駅・烏江駅の鉄道駅周辺では、超

高齢社会などを見据えつつ、バリアフリー化やユニ

バーサルデザインを推進します。 

・バスやタクシーなどからの乗り継ぎがスムーズに

できる駅前広場を整備します。 

 

(３) 駐車場 

・美濃高田駅・烏江駅において、環境や渋滞を考慮し、

パークアンドライド用の駐車場を整備します。 

・空き地や公共施設・文化施設などの集約により、駐

車場を適正に整備します。 

 

 

 

(４) モビリティサービス 

・自宅と交通拠点や養老鉄道駅間における交通機関の利便性向上のため、モビリティサービ

スの充実を検討します。 

・交通拠点間を結ぶバス路線を検討します。 

・オンデマンドバスの予約をインターネットからもできるように整備します。 
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図 道路整備の方針 
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３－３  公園・緑地整備の方針 

１．基本的な方針 

本町が有する豊かな自然環境は、住民にやすらぎを与えるほか、農地は治水機能、山林は

治山機能を有しており、防災上においても重要な役割があります。そのため、基本的に農地・

山林は保全に努めます。 

また、養老山地の緑地は観光地としての一面を有していることから、国内観光客だけでは

なく外国人観光客のニーズにも対応した自然観光地の形成を図ります。 

 

 

２．整備の方針 

(１) 公園 

・本町では中央公園と養老公園の 2 つが都市公園に指定され、共に現在供用されています。

1 人あたりの公園・緑地面積は、27.1 ㎡/人（2015 年現在）となっており、都市公園法施

行令の基準である 10 ㎡/人を満たしています。しかし、身近な公園（街区公園や近隣公園

などの住区基幹公園）が少ないため、日常的に利用しやすい寺院や神社等を住民が集う場

所として活用します。 

 

(２) 緑地 

本町の豊かな自然環境を構成する緑地について、環境保全、観光・レクリエーション、防

災、景観構成の 4 つの観点から整備の方針を示します。 

 

① 環境保全 

・養老山地や象鼻山などの山林や、豊富な水資源を有する揖斐川や牧田川、杭瀬川などの

河川は本町の貴重な自然であり、動植物の生息地であることから適切に保全します。 

 

② 観光・レクリエーション 

・養老山地は、観光面において町内外からの多くの登山客が訪れる場となっています。そ

のため、観光客が自然にふれあえる場として山林の保全を図ります。 

・本町内を流れる揖斐川・牧田川・杭瀬川・金草川や、点在する池周辺の親水空間について

は、住民が身近に水を感じられる憩いの場として整備を進めます。 

 

③ 防災 

・養老山地の山林は治山機能を有しており、防災上重要な役割を果たすものであることか

ら、砂防指定地や土砂災害特別警戒区域等の指定による土地利用の規制、無秩序な開発

行為を抑制し、保全に努めます。 
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・本町の 4 割を占める農地は、治水機能を有していることから、基本的には保全しますが、

養老 SA スマート IC・養老 IC 周辺については、市街化と調整を図りつつ保全します。 

・身近な公園や広場、緑地については、火災の際の緩衝帯や災害時の避難場所としての機

能を有していることから、適切に維持します。 

 

④ 景観構成 

・豊かな自然を有する養老山地では、「養老町観光景観林総合整備計画」に基づき、植樹等

を行い、優れた山林景観の形成を図ります。 

・揖斐川・牧田川・杭瀬川・金草川などの河川では、親水空間の整備等により水を感じる潤

いあふれる景観の形成を図ります。 
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図 公園・緑地整備の方針 
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３－４  下水道整備の方針 

１．基本的な方針 

本町の下水道は、「養老町汚水処理施設整備構想」に基づき、維持管理を図っていきます。 

 

 

２．整備の方針 

・2018 年 3 月に策定された「養老町汚水処理施設整備構想」は、公共下水道の中部処理区、

農業集落排水の上多度処理区及びコミュニティ・プラントの大場平東地区の整備をもって

完了しました。その他の区域については、合併処理浄化槽の設置を促進します。今後は、

下水道施設の適正な維持管理を図り、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全に努め、

汚水管渠や処理施設の計画的な更新を図ります。 

・2019 年 1 月には汚水排水区域 91ha を除外し、新たに浸水対策が必要である区域 60ha を

雨水排水区域として設定し、整備を進めます。 
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図 下水道整備の方針 
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３－５  その他都市施設の方針 

１．基本的な方針 

快適な生活環境や美しい地域環境の実現のために、必要なごみ処理場・し尿処理場・火葬

場などの公共施設については、維持管理に努めます。また、多様化する住民ニーズや周辺環

境と調和を図りながら、必要に応じて施設の拡充などにより効率的な運用について検討しま

す。 

 

 

２．整備の方針 

(１) ごみ処理施設 

・可燃物のごみ処理については、本町南部に位置するようろうドリームパーク（南濃清掃セ

ンター）において、海津市や関ケ原町と共同で処理やリサイクルを行っています。今後は、

環境対策の強化として施設の拡充を図ります。 

・不燃物のごみ処理については、ようろうドリームパーク(南濃清掃センター)に隣接する西

南濃粗大廃棄物処理センターにおいて、西濃地域広域市町圏全体（大垣市・海津市・垂井

町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町）での共同処理を行っています。今後も、リサ

イクルの推進及びエネルギーの有効活用の促進など、環境対策の強化として施設の拡充を

図ります。 

 

(２) し尿処理施設 

・し尿処理施設は、牧田川の南側に隣接する南濃衛生施設利用事務組合汚物処理場において、

海津市と共同で行っています。今後は、老朽化した施設の建替えなどにより、汚泥の資源

化等の循環型社会形成に資する施設を目指します。 

 

(３) 火葬場 

・本町の中央部に位置する養老町斎苑（清華苑）は、本町の火葬場として利用されています

が、今後の社会的変化、多様化する住民ニーズに沿った公営斎苑としてのあり方を検討し、

円滑な施設運用を図ります。 

 

(４) その他 

・上記の都市計画施設以外に、本町の特徴でもある養老町立食肉事業センターが高田地区の

北西部に立地しています。また、食肉産業の更なる振興のため、新たな食肉基幹市場の建

設を検討しています。 

 

※施設名称は、都市計画決定された際の施設名称で記載しています。 
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図 その他都市施設の方針 
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３－６  市街地整備の方針 

１．基本的な方針 

既存ストックを最大限に活用し、都市基盤の整備・改良によって、狭あい道路の解消やバ

リアフリー化を進め、快適な住環境の形成を図り、超高齢社会に適切に対応します。 

また、集約型都市構造構築のため、高田地区の市街地の再生や養老駅・烏江駅周辺の整備

を優先的に行い、既存集落では都市基盤を維持し、住環境の保全を図ります。 

さらに、養老 SAスマート IC・養老 ICの開通による立地ポテンシャルを活かして、企業立

地の受け皿となる用地整備を検討します。 

 

 

２．整備の方針 

(１) 既存市街地の再生 

・高田地区は、中心市街地であることから都市基盤が充足しています。そのため、既存スト

ックや空き地・空き家を利活用し、市街地の再生を図ります。 

・養老駅や烏江駅周辺は、既存ストックを活用しつつ、狭あい道路の改善、空き地・空き家

の有効活用により駅周辺にふさわしい環境整備を図っていきます。 

・土地区画整理事業等で整備された既存集落は、既存ストックを活用し、良好な住環境を維

持します。 

 

(２) 企業立地の受け皿となる用地整備 

・養老 SA スマート IC・養老 IC 周辺では、交通利便性の向上により、立地ポテンシャルが高

まっています。そのため、周辺環境との調和を図りながら企業誘致のための用地整備を検

討します。 

・今後は、適地選定の調査を行うとともに、企業誘致までの整備プログラムをあわせて検討

します。 
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図 工場適地候補 

 

※既存工場には、運輸業・倉庫を含んでいません。 
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３－７  都市防災の方針 

１．基本的な方針 

近年、豪雨や南海トラフ地震などの大規模な自然災害の発生が危惧されています。そのた

め、国土強靭化地域計画（策定予定）や耐震促進計画に基づき、災害に強い市街地の形成を

目指します。 

また、住民の防災・減災意識を高め、「自助」・「共助」の考えのもと、防災・減災対策の推

進を図ります。 

 

 

２．整備の方針 

・台風による洪水の被害を経験している牧田川や津屋川沿岸については、床下浸水対策を進

めます。また、本町の 4 割を占める農地は、治水機能を有していることから保全に努めま

す。 

・揖斐川・牧田川・杭瀬川・金草川をはじめとする河川は、地域防災計画や水防計画、岐阜県

新五流域総合治水対策プランをもとに、災害の危険性の高い河川から改修事業を行い、治

水対策に努めます。 

・養老山地の山林は治山機能を有しており、防災上重要な役割を果たすものであることから、

砂防指定地や土砂災害特別警戒区域等の指定による土地利用の規制、無秩序な開発行為を

抑制し、保全に努めます。 

・市街地内の狭あい道路については、避難経路確保のために拡幅を図ります。 

・主要幹線道路等は、緊急輸送道路や避難経路としての機能向上ため、無電柱化の促進や歩

道の整備を進めます。 

・道路や橋梁などのライフラインの耐震化を推進します。 

・災害発生時には町単独での対応にも限界があるため、緊急消防援助隊を整備していますが、

今後は県域での広域化を推進します。また、消防本部の体制強化と住民の利便性向上、行

財政運営の効率化も検討し、管内防災拠点である消防本部の移転と適正な配置を図ります。 

・消防救急デジタル無線整備、指令センターの県一元化を検討します。 

・行政・自主防災組織・消防団の連携により、ハザードマップ等を活用し、災害危険箇所や避

難経路、避難場所の周知に努め、防災・減災意識の向上を図ります。 
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表 緊急輸送道路 

種  別 道路名称 

1 次緊急輸送道路 

名神高速道路 

東海環状自動車道 

一般国道 258 号 

2 次緊急輸送道路 

(主)大垣養老公園線 

(主)南濃関ケ原線 

(一)牧田室原線 

(一)養老平田線 

(一)養老垂井線 

(町)橋爪 1 号線 

(町)橋爪 42 号線 

(町)安久橋爪 1 号線 

【資料：県域統合型 GIS】 
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図 管理者別河川 
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図 防災上の規制等 
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３－８  都市景観の方針 

１．基本的な方針 

高田地区などの市街地の景観、養老山地や象鼻山、河川、田園などの自然の景観、柏尾廃

寺跡周辺などの歴史的な景観、養老公園などの観光地の景観、幹線道路沿道の景観、それぞ

れに応じた景観の形成を進めます。なお、今後は景観行政団体への移行及び「景観計画」の

策定を検討し、景観の保全を図っていきます。 

 

 

２．整備の方針 

(１) 市街地景観 

・高田地区については、旧市街地の景観を残しつつ、

統一感のある中心市街地としての景観の形成を

図ります。 

・養老駅や烏江駅周辺は、駅周辺にふさわしい景観

の形成を図ります。 

 

(２) 自然景観 

・本町の西側に広がる養老山地や象鼻山をはじめ、

牧田川・揖斐川などの河川、本町全域に広がる田

園風景などは、重要な自然景観として保全を図り

ます。特に養老山地については、「養老町観光景

観林整備計画」に基づき、景観の形成を図ります。 

 

(３) 歴史景観 

・指定文化財に指定されている史跡周辺などは、貴

重な歴史景観として保全し、観光客にとって魅力

ある景観の形成を図ります。 

 

指定別 名   称 

県 

柏尾廃寺跡 

元正天皇行幸遺跡 

根古地薩摩工事義歿者墓 

天照寺薩摩工事義歿者墓 

大巻薩摩工事役館跡 
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(４) 観光景観 

・養老公園や象鼻山周辺では、観光客増加を図る

ための魅力的な景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

(５) 沿道景観 

・主要幹線道路や市街地内の沿道では、植樹や屋

外広告物条例に基づいた看板の規制など、周辺

環境に配慮した景観の形成を図ります。 

 

道路名称 方   針 

一般国道 258 号 
ドライバーがゆとりをもって運転することのできる景

観の形成 

(主)南濃関ケ原線 養老山地と調和した観光街道にふさわしい景観の形成 

(主)大垣養老公園線 市街地の沿道としてふさわしい景観の形成 

(一)養老平田線 田園風景と調和した景観の形成 
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図 都市景観の方針 
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３－９  地域ブランドの方針 

１．基本的な方針 

日本では、人口減少や少子高齢化により国内観光客の減少が想定されます。一方で、訪日

外国人客数は年々増加し、2018年には 3,000万人を超えていることから、今後は、外国人観

光客にも焦点をあて、インバウンド需要の取り込みを図ります。 

本町の特徴でもある養老山地や象鼻山を活かした観光地の整備や、本町の魅力である焼肉

街道の周辺も含め、受入環境の整備を検討します。さらに、地域ブランドの向上を図るとと

もに、新たな地域ブランドの創出も進めます。 

 

 

２．整備の方針 

(１) 養老公園 

・年間 100 万人を超える観光客数を誇り、2020 年

には開園 140 周年を迎える養老公園では、養老の

滝・こどもの国・養老天命反転地などのリニュー

アルをはじめ、外国人観光客に対応した観光地の

整備を県に要望し、振興を図ります。 

 

 

 

(２) 焼肉街道 

・（主）南濃関ケ原線の北部沿道は、本町の特産であ

る食肉を活かし、観光客が訪れやすい観光街道と

して整備を進めます。 
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(３) その他 

・インバウンド需要を取り込むため、多言語の案内板をはじめ、多言語に対応した観光パン

フレットの作成や「タギゾウくんの養老ナビ」の活用を検討します。 

・象鼻山、焼肉街道、柏尾廃寺跡、養老公園をつなぐ周遊ルートの周知を図ります。 

・(一)養老平田線沿道に、食肉産業施設や農業加工施設、農家レストランなどの 6 次産業施

設の誘導や、本町の特産ブランド認証品を販売する道の駅のような観光客向けの商業環境

の形成を図ります。 

・養老山地内の東海自然歩道をはじめ、自然と触れ合うこ

とのできるハイキングコースの整備を検討します。 

・農業等を活かした交流やグリーン・ツーリズム企画の展

開を図ります。 

・新たな地域ブランドの創出を検討します。 

・魅力ある製品を養老町特産ブランド認証品として認定し

ます。また、町内外の物産展や商談会を活用し、産業振

興を図ります。 
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図 地域ブランドの方針 
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第４章 地域別構想 

４－１  地域別構想の役割 

１．地域別構想の目的 

全体構想は、本町全域を大きな視野で捉え、将来のあるべきまちの姿を示したものです。

しかし、住民にとって町全域での方針は、自分たちの生活にどのように関わるのかわかりづ

らい一面があります。 

そこで、住民により身近なものとするために、本計画の中で地域ごとにまちづくりの方向

性を示した「地域別構想」を作成しました。 

 

２．地域区分 

地域区分は地域的なつながりに留意し、上位・関連計画と整合を図りつつ、町域を下図に

示す「北部地域」「南部地域」「養老地域」の 3 地域に区分しました。 

 

図 地域区分 
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４－２  北部地域 

１．地域の概況 

(１) 地域カルテ 
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(２) アンケートの解析結果 

●現在の本町の印象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北部地域に居住する住民の印象として多いものは「交通が不便なまち」が 38.2 ポイント、

「特に特徴のないまち」が 32.4 ポイント、「活気がないまち」が 31.9 ポイントであり、

マイナス要素の割合が非常に高い傾向にあります。プラス要素としては、「歴史と伝統の

すぐれたまち」が 14.1 ポイントですが、上位 3 つのマイナス要素に比べ約半分のポイン

トとなっています。 

 

●将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北部地域に居住する住民が期待する将来像のうち、最も多いのは「住みやすい住環境のま

ち」が 27.7 ポイントです。次いで「交通が便利なまち」が 23.0 ポイント、「活気のあるま

ち」が 18.4 ポイント、「若者にとって魅力あるまち」が 17.8 ポイントとなっています。 

 

38.2

32.4

31.9

14.1

10.4

8.9

5.9

2.2

1.9

1.6

1.1

0.5

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

交通が不便なまち

特に特徴のないまち

活気がないまち

歴史と伝統のすぐれたまち

農業が盛んなのどかなまち

自然を活かした観光のまち

住みやすい住環境のまち

地域活動がすぐれたまち

福祉が充実したまち

老人にとって住みやすいまち

若者にとって魅力あるまち

教育・文化が充実したまち

防災にすぐれた安全に暮らせるまち

北部地域（小畑、多芸東部、日吉、室原）
平均ポイント

27.7

23.0

18.4

17.8

16.8

13.1

12.2

9.2

5.8

2.6

2.5

2.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

住みやすい住環境のまち

交通が便利なまち

活気のあるまち

若者にとって魅力あるまち

福祉が充実したまち

老人にとって住みやすいまち

自然を活かした観光のまち

防災にすぐれた安全に暮らせるまち

教育・文化が充実したまち

歴史と伝統のすぐれたまち

農業が盛んなのどかなまち

地域活動がすぐれたまち

北部地域（小畑、多芸東部、日吉、室原）

平均ポイント
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●生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・満足度が最も高い項目は「緑や川など自然の豊かさ」です。次いで、「騒音・悪臭などの公

害」「駐車場」「ごみ・し尿処理」等が比較的高い評価を得ている項目としてあげられます

が、いずれもまあ満足（良い）に達する項目はありません。 

・満足度が最も低い項目は「公共交通機関の利便性」です。次いで、「歩行者に対する安全

性」「子供の遊び場や公園」「まちの活気や魅力」となっています。 

 

 

 

1) 公共交通機関の利便性

2) 生活道路（住宅まわりの道路）

3) 歩行者に対する安全性

4) 下水道

5) 買い物の便利さ

6) 駐車場

7) 騒音・悪臭などの公害

8) 防火・防災､避難の安全性

9) 交通安全

10) ごみ・し尿処理

11) 保健・医療施設

12) 教育・文化施設

13) レジャー、観光、スポーツ施設

14) 福祉施設

15) 公民館等の公益施設の整備

16) 緑や川など自然の豊かさ

17) 空き家対策

18) 子供の遊び場や公園

19) ご近所の人と人のつながり

20) 現在の余暇時間や余暇活用

21) まち並みの景観や雰囲気

22) まちの活気や魅力

23) 総合的な身のまわりの環境

  満足

（良い）

まあ満足

（良い）項　　　　　目

51 2 3 4

普通
やや不満

（悪い）

　　不満

　   （悪い）

4.1

3.4

4.0

3.6

3.3

2.9

2.8

3.1

3.1

2.9

3.1

3.2

3.4

3.3

3.2

2.4

3.5

3.7

3.0

3.1

3.2

3.7

3.3
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２．まちづくりの現状・課題 

(１) 人口 

・2005 年から 2015 年の間に人口は 502 人減少し、世帯数は 55 世帯増加しています。そ

のため世帯人員が減少傾向にあります。 

・北部の室原地区及び南部の宇田地区、飯田地区に人口が集積しています。 

 

(２) 土地利用 

・土地利用としては、自然的土地利用が 71.6％、都市的土地利用が 28.4％となっています。

特に田の占める割合は 44.8％と約半分を占めています。 

・宅地のうち最も割合が高いのは、住宅用地で全体の 8.3％を占めています。 

・(一)養老赤坂線沿道では、大型商業施設が集積しています。 

・養老 SA スマート IC 開通による立地ポテンシャルを活かしていく必要があります。 

 

(３) 交通体系 

・大垣市と北部地域を繋ぐ(主)大垣養老公園線・(一)養老赤坂線の交通量が比較的多くなっ

ています。 

・更なる自動車交通の利便性向上のため、養老 SA スマート IC へのアクセス道路の整備が必

要です。 

・鉄道が通っていないことから、運転免許証を自主返納した高齢者等の交通弱者や移動の多

い若年層等に対応した、バス等の公共交通機関の整備が必要です。あわせて、公共交通機

関の乗り換えがスムーズに行える交通環境の整備が必要です。 

 

(４) その他 

・西部に位置する象鼻山や全域に広がる田園風景は、重要な自然景観として保全していく必

要があります。 

・身近な公園が不足しています。 

・牧田川・小畑川・色目川・杭瀬川・泥川・相川等の河川は貴重な親水空間であり、災害対

策を講じつつ保全に努める必要があります。 
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３．まちづくりの方針 

【将来目標】 

 

 

 

北部地域は、牧田川・杭瀬川や象鼻山をはじめとした水と緑からなる豊かな自然を有して

おり、各地に既存集落がみられます。養老 SA スマート IC 開通により立地ポテンシャルが向

上したことで、工業集積や運輸業などの新規産業の企業誘致、(一)養老赤坂線沿道の商業環境

の整備により産業振興を図り、商・工・農が調和したまちを目指します。 

 

(１) 土地利用の方針 

・点在する既存集落では、既存ストックを活かし、居住環境の維持・保全に努めます。 

・基本的には、新たな宅地開発を抑制し、豊かな田園風景を維持します。 

・養老 SA スマート IC 開通による立地ポテンシャルを活かし、計画的な基盤整備を行い、工

業集積や運輸業などの新規産業の誘致を促進します。 

・(仮称)養老･大垣･安八線沿道の既存の工業地については、周辺環境と調和した良好な工業

環境の維持に努めます。 

・(一)養老赤坂線沿道では、自動車交通に対応した日常生活サービス向上に資する商業環境

を形成します。 

 

(２) 交通体系の方針 

・(主)大垣養老公園線と(一)養老赤坂線を生活交通軸として位置づけ、交通量に応じた交通

環境の向上を図ります。 

・養老 SA スマート IC 周辺では、自動車交通の利便性向上のためアクセス道路の充実を図り

ます。 

・養老地域と連絡する(一)養老垂井線の一部である(仮称)橋爪大橋をはじめ、隣接する大垣

市から飯田地区まで続く(仮称)養老･大垣･安八線の整備を促進します。 

・シームレスな公共交通ネットワークの形成のため、大型商業施設の駐車場を交通拠点とし

て位置づけ、既存集落を結ぶファーストワンマイル・ラストワンマイル用の交通手段とな

る乗合いタクシ－や自動運転車からバスに乗り換えることのできる交通拠点の整備を検

討します。 

・生活交通軸を通り、交通拠点間を結ぶバス路線を検討します。 

 

 

  

水と緑に囲まれた商・工・農の調和したまち 
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(３) その他の方針 

・全域に広がる農地や象鼻山を保全し、治水機能を維持するとともに緑豊かな景観の維持を

図ります。 

・地域内に多数存在する日常的に利用しやすい神社や寺院のスペースを、子供の遊び場とし

て活用します。 

・豊富な水資源を有する牧田川・杭瀬川等は、岐阜県新五流域総合治水対策プランをもとに

河川の改修事業や堤防の強化などの治水対策を進めます。 

・象鼻山やその周辺を観光客にとって魅力的な観光拠点として整備します。 
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４．まちづくり構想図 
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４－３  南部地域 

１．地域の概況 

(１) 地域カルテ 
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(２) アンケートの解析結果 

●現在の本町の印象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・南部地域に居住する住民の印象として多いものは「活気がないまち」が 87.2 ポイント、

「特に特徴のないまち」が 76.0 ポイント、「交通が不便なまち」が 72.1 ポイントであり、

マイナス要素の割合が非常に高い傾向にあります。プラス要素としては、「住みやすい住

環境のまち」が 42.0 ポイントですが、上位 3 つのマイナス要素に比べ約半分のポイント

となっています。 

 

●将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・南部地域に居住する住民が期待する将来像のうち、最も高いのは「住みやすい住環境のま

ち」が 64.6 ポイントです。次いで「活気のあるまち」が 60.0 ポイント、「若者にとって魅

力あるまち」が 46.8 ポイント、「老人にとって住みやすいまち」が 43.6 ポイントとなっ

ています。 

87.2

76.0

72.1

42.0

30.7

29.9

21.5

11.9

6.3

2.3

2.2

1.8

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

活気がないまち

特に特徴のないまち

交通が不便なまち

住みやすい住環境のまち

農業が盛んなのどかなまち

歴史と伝統のすぐれたまち

自然を活かした観光のまち

老人にとって住みやすいまち

地域活動がすぐれたまち

防災にすぐれた安全に暮らせるまち

福祉が充実したまち

若者にとって魅力あるまち

教育・文化が充実したまち

南部地域（高田、広幡、池辺、笠郷、多芸西部）
平均ポイント

64.6

60.0

46.8

43.6

34.7

30.0

28.8

24.2

12.3

6.8

6.2

3.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

住みやすい住環境のまち

活気のあるまち

若者にとって魅力あるまち

老人にとって住みやすいまち

交通が便利なまち

福祉が充実したまち

防災にすぐれた安全に暮らせるまち

自然を活かした観光のまち

教育・文化が充実したまち

農業が盛んなのどかなまち

歴史と伝統のすぐれたまち

地域活動がすぐれたまち

南部地域（高田、広幡、池辺、笠郷、多芸西部）

平均ポイント
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●生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・満足度が最も高い項目は「緑や川など自然の豊かさ」です。次いで、「駐車場」「騒音・悪

臭などの公害」「交通安全」「ごみ・し尿処理」等が比較的高い評価を得ている項目として

あげられますが、いずれもまあ満足（良い）に達する項目はありません。 

・満足度が最も低い項目は「公共交通機関の利便性」です。次いで、「まちの活気や魅力」

「子供の遊び場や公園」「空き家対策」となっています。 

 

 

1) 公共交通機関の利便性

2) 生活道路（住宅まわりの道路）

3) 歩行者に対する安全性

4) 下水道

5) 買い物の便利さ

6) 駐車場

7) 騒音・悪臭などの公害

8) 防火・防災､避難の安全性

9) 交通安全

10) ごみ・し尿処理

11) 保健・医療施設

12) 教育・文化施設

13) レジャー、観光、スポーツ施設

14) 福祉施設

15) 公民館等の公益施設の整備

16) 緑や川など自然の豊かさ

17) 空き家対策

18) 子供の遊び場や公園

19) ご近所の人と人のつながり

20) 現在の余暇時間や余暇活用

21) まち並みの景観や雰囲気

22) まちの活気や魅力

23) 総合的な身のまわりの環境

やや不満

（悪い）

　　不満

　   （悪い）

1 2 3 4 5

普通
項　　　　　目

  満足

（良い）

まあ満足

（良い）

3.9

3.1

3.4

3.2

3.0

2.9

2.9

3.1

2.9

2.9

3.0

3.2

3.3

3.2

3.0

2.5

3.5

3.6

3.0

3.0

3.7

3.3

3.1
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２．まちづくりの現状・課題 

(１) 人口 

・2005 年から 2015 年までの間に人口は 2,235 人減少し、世帯数は 82 世帯減少していま

す。大幅な人口減少により世帯人員は減少傾向にあります。 

・美濃高田駅や烏江駅周辺に人口が集積しています。 

 

(２) 土地利用 

・土地利用としては、自然的土地利用が 72.9％、都市的土地利用が 27.1％となっています。

特に田の占める割合が 53.3％と約半分を占めています。 

・宅地のうち最も割合が高いのは、住宅用地となっており全体の 9.5％を占めています。ま

た、(都)高田五日市線沿道については、小売店が集積していますが、近年の大型商業施設

の出店の影響や自動車でのアクセス性が乏しいことなどから、集客力の低迷が見込まれま

す。 

・養老 IC 開通や南部地域南部に開通予定の(仮称)海津スマート IC による交通立地環境の変

化に対応していく必要があります。 

・2000 年まで DID に指定されていた中心市街地である高田地区においては、既存ストック

に恵まれているため、今後も有効活用を図る必要があります。 

 

(３) 交通体系 

・都市計画道路が 5 路線計画決定されていますが、(都)養老インター線・(都)高田石畑線・

(都)高田五日市線の 3 路線については未着手部分があります。 

・東海環状自動車道西回り区間における養老 IC 以南の整備を進める必要があります。 

・美濃高田駅・烏江駅周辺において、環境や渋滞を考慮し、パークアンドライド等の駐車場

を整備する必要があります。 

・中心市街地と既存集落を結ぶ交通ネットワークが不足しています。 

 

(４) その他 

・ようろうドリームパーク（南濃清掃センター）や西南濃粗大廃棄物処理センターの環境対

策の強化を図る必要があります。 

・高田地区に中央公園がありますが、身近な公園が不足しています。 

・中心市街地である高田地区に多くの空き家が点在しています。 

・超高齢社会を見据え、多くの人が利用する美濃高田駅・烏江駅周辺のバリアフリー化を推

進する必要があります。 

・美濃高田駅周辺の建物の老朽化率は 59.1％であり、非常に高い水準となっています。 

・南濃衛生施設利用事務組合汚物処理場は、老朽化が進んでいることから建替え等の検討が

必要です。 

・養老町斎苑（清華苑）は、多様化する住民ニーズに的確に対応する必要があります。 

・本町の食肉産業の振興を図るため、食肉産業施設の拡充が必要です。 
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３．まちづくりの方針 

【将来目標】 

 

 

 

南部地域は、本町の人口の約 6 割が居住しており、特に高田地区は中心市街地としての都

市機能を有しています。しかし近年では、人口減少が進行していることから、都市としての

機能を維持する必要があります。また、南部の大巻地区など広大な田園も広がっていること

から、高田地区の賑わいのある市街地と大巻地区などの田園が共存するまちを目指します。 

 

(１) 土地利用の方針 

・高田地区は、空き地・空き家を利活用することで市街地の再生を促進し、都市機能を維持

します。 

・烏江駅周辺は、優良な農地と調和を図りつつ市街地を維持・誘導します。 

・新たな住居系土地利用の需要に際しては、美濃高田駅及び烏江駅周辺市街地の低未利用地

の活用を図ります。 

・養老 IC 開通による立地ポテンシャルを活かし、周辺地域での計画的な基盤整備を行い、工

業の集積や運輸業などの新規産業の誘致を促進します。 

・一般国道 258 号沿道は、自動車交通に対応した近隣住民に魅力的な商業環境を維持し、商

業施設の集積を図ります。 

・(一)養老平田線の沿道に、食肉産業施設や農業加工施設、農家レストランなどの 6 次産業

施設の誘導や、本町の特産ブランド認証品を販売する道の駅のような観光客向けの商業環

境の形成を図ります。 

 

(２) 交通体系の方針 

・一般国道 258 号・(主)羽島養老線・(一)養老平田線を生活交通軸と位置づけ、交通量に応

じた交通環境の向上を図ります。 

・未着手部分のある(都)養老インター線・(都)高田石畑線・(都)高田五日市線及び養老 IC 以

南の(都)東海環状自動車道については、早期整備を図ります。 

・養老 IC 周辺では、自動車交通の利便性向上のためアクセス道路の充実を図ります。 

・環境や渋滞を考慮し、美濃高田駅や烏江駅周辺にパークアンドライド等の駐車場を整備し

ます。 

・中心市街地である高田地区や、烏江駅周辺の市街地と既存集落を結ぶ交通ネットワークの

充実を図ります。 

 

 

賑わいのある中心市街地と緑豊かな田園が共存するまち 
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・シームレスな公共交通ネットワークの形成のため、美濃高田駅や烏江駅、大型商業施設の

駐車場等を交通拠点として位置づけ、既存集落を結ぶファーストワンマイル・ラストワン

マイルの交通手段となる乗合いタクシ－や自動運転車から鉄道やバスに乗り換えること

のできる交通拠点の整備を検討します。 

・生活交通軸を通り、交通拠点間を結ぶバス路線を検討します。 

・既存集落では、歩車道の分離がなされていない道路が散見されるため、必要に応じて歩車

道境界ブロックの設置等、道路環境の整備を検討します。 

 

(３) その他の方針 

・南部の大巻地区は豊かな田園を有していることから、農業基盤の整備を図り、農業生産環

境の改良に努めます。 

・環境対策の強化として、ようろうドリームパーク（南濃清掃センター）や西南濃粗大廃棄

物処理センターなどのごみ処理施設の拡充を図ります。 

・地域内に多数存在する日常的に利用しやすい神社や寺院等のスペースを、子供の遊び場と

して活用します。 

・中心市街地である高田地区における空き家については、良好な居住環境を維持するため、

適切な管理のもと必要に応じて利活用を検討します。 

・中心市街地における老朽化建物の耐震化などによる災害対策を進めます。 

・超高齢社会を見据え、美濃高田駅・烏江駅周辺のスロープや手すり設置等のバリアフリー

化を推進します。 

・牧田川沿いの南濃衛生施設利用事務組合汚物処理場は、施設の建替えにより老朽化への対

応を行い、また、汚泥の資源化等の循環型社会形成に資する施設を図ります。 

・中央部に位置する養老町斎苑（清華苑）は、多様化する住民ニーズに沿った公営斎苑を目

指し、円滑な施設運用を図ります。 

・食肉産業の更なる振興のため、養老町立食肉事業センターのほかに、新たに食肉基幹市場

の建設を検討します。 
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４．まちづくり構想図 
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４－４  養老地域 

１．地域の概況 

(１) 地域カルテ 
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(２) アンケートの解析結果 

●現在の本町の印象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・養老地域に居住する住民の印象として多いものは「活気がないまち」が 73.4 ポイント、

「特に特徴のないまち」が 55.9 ポイント、「交通が不便なまち」が 49.3 ポイントであり、

マイナス要素の割合が非常に高い傾向にあります。プラス要素としては「歴史と伝統のす

ぐれたまち」が 26.4 ポイント、「自然を活かした観光のまち」が 24.3 ポイントですが、

「活気がないまち」の約 3 分の 1 に留まっています。 

 

●将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・養老地域に居住する住民が期待する将来像のうち、最も高いのは「活気のあるまち」が 47.6

ポイントです。次いで「若者にとって魅力あるまち」が 45.8 ポイント、「住みやすい住環

境のまち」が 41.2 ポイント、「交通が便利なまち」が 40.4 ポイントとなっています。 
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●生活環境 

 
・満足度が最も高い項目は「緑や川など自然の豊かさ」です。次いで、「騒音・悪臭などの公

害」「ごみ・し尿処理」「駐車場」「交通安全」「ご近所の人と人のつながり」等が比較的高

い評価を得ている項目としてあげられますが、いずれもまあ満足（良い）に達する項目は

ありません。 

・満足度が最も低い項目は「公共交通機関の利便性」です。次いで、「空き家対策」「まちの

活気や魅力」「歩行者に対する安全性」となっています。 

 

1) 公共交通機関の利便性

2) 生活道路（住宅まわりの道路）

3) 歩行者に対する安全性

4) 下水道

5) 買い物の便利さ

6) 駐車場

7) 騒音・悪臭などの公害

8) 防火・防災､避難の安全性

9) 交通安全

10) ごみ・し尿処理

11) 保健・医療施設

12) 教育・文化施設

13) レジャー、観光、スポーツ施設

14) 福祉施設

15) 公民館等の公益施設の整備

16) 緑や川など自然の豊かさ

17) 空き家対策

18) 子供の遊び場や公園

19) ご近所の人と人のつながり

20) 現在の余暇時間や余暇活用

21) まち並みの景観や雰囲気

22) まちの活気や魅力

23) 総合的な身のまわりの環境

やや不満

（悪い）
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項　　　　　目
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２．まちづくりの現状・課題 

(１) 人口 

・2005 年から 2015 年までの間に人口は 784 人減少し、世帯数は 23 世帯減少しています。

そのため世帯人員は減少傾向にあります。 

・養老山地の麓沿いや一色地区に人口が集積しています。 

 

(２) 土地利用 

・土地利用として、自然的土地利用が 85.4％、都市的土地利用が 14.6％となっています。

特に山林の占める割合が 67.2％と大半を占めています。 

・宅地のうち最も割合が高いのは、住宅用地となっており全体の 4.6％を占めています。ま

た、北部には工場が集積しています。 

・緑豊かな自然と歴史を持つ広大な養老山地が養老地域のシンボルとなっています。 

・養老駅周辺では、公共交通が充実していますが、低未利用地が多くみられるため、利活用

を図る必要があります。 

 

(３) 交通体系 

・養老山地の麓の住民が養老駅や中心市街地まで移動するための公共交通機関が乏しく、そ

の拡充が必要です。また、生活道路が狭あいであることから交通環境の整備が必要です。 

・養老駅周辺では観光客による交通混雑が生じる可能性があることから、周辺道路や公共交

通の拡充が必要です。 

 

(４) その他 

・養老山地をはじめとする豊かな自然を有しており、植樹等により景観の維持を図る必要が

あります。 

・養老公園や揖斐関ヶ原養老国定公園がありますが、身近な公園が不足しています。 

・大半を山林が占めていることから、台風や豪雨の際に土砂災害が発生する可能性が高いた

め、ハード面とソフト面の両面での防災・減災対策が必要です。 

・養老公園には年間 100 万人を超える観光客が訪れており、本町の観光業を支えています。 

・柏尾廃寺跡や元正天皇行幸遺跡が県指定文化財に指定されています。 
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３．まちづくりの方針 

【将来目標】 

 

 

 

養老地域は、観光客数年間 100 万人超を誇る養老公園や、本町の特産である食肉を活かし

た焼肉街道などの観光地を有しています。西部には広大な養老山地が広がっているほか、柏

尾廃寺跡などの県指定文化財があります。これらの歴史・文化資源を活用し、本町の観光地

としての魅力の向上を図るとともに、自然環境や景観を維持・保全し、誇りあるまちを目指

します。 

 

(１) 土地利用の方針 

・養老駅周辺は、生活道の整備や空き地・空き家の有効活用により、住環境の向上を図り、

市街地を維持・誘導を行います。 

・(主)南濃関ケ原線北西側の沿道の既存工業地については、周辺環境と調和した良好な工業

環境の維持・形成に努めます。 

・(主)南濃関ケ原線沿道は、本町の特産である食肉を活かした焼肉街道の更なる充実を図り、

観光客に魅力的な観光街道としてふさわしい商業環境を形成します。 

 

(２) 交通体系の方針 

・(主)南濃関ケ原線や(主)大垣養老公園線を生活交通軸として位置づけ、交通量に応じた交

通環境の向上を図ります。 

・(主)南濃関ケ原線の北部沿道の焼肉街道へのアクセス道路の強化・充実を図ります。 

・(仮称)橋爪大橋の早期整備を推進するとともに、北部地域とのアクセス向上を図ります。 

・養老公園周辺においては、自動車による観光客増加に伴う交通混雑に対応するため、交通

環境の向上を図ります。 

・シームレスな公共交通ネットワークの形成のため、養老駅を交通拠点として位置づけ、既

存集落を結ぶファーストワンマイル・ラストワンマイルの交通手段となる乗合いタクシ－

や自動運転車から鉄道やバスに乗り換えることのできる交通拠点の整備を検討します。 

・観光客に対応した養老公園と焼肉街道、象鼻山を結ぶバスルートを検討します。 

・生活交通軸を通り、交通拠点間を結ぶバス路線を検討します。 

 

 

  

歴史・文化の息づく誇りある観光のまち 
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(３) その他の方針 

・養老山地においては、「養老町観光景観林総合整備計画」に基づき、植樹等により景観の

維持を図り、観光地としての魅力の向上につなげます。 

・地域内に多数存在する、神社や寺院、揖斐関ヶ原養老国定公園の麓等、日常的に利用しや

すいスペースを子供の遊び場として活用します。 

・近年増加している外国人観光客に対応するため、多言語の案内板の整備を進めます。 

・焼肉街道の魅力の向上を図り、観光客の受け入れ体制の整備や養老公園のリニューアルを

県に要請し、観光拠点として整備します。 

・養老山地に分布する森林は、治山に結びつく防災上重要な役割を果たすものです。砂防指

定地や土砂災害特別警戒区域等の指定による土地利用の規制を踏まえ、無秩序な開発行為

を抑制し、保全に努めます。 

・養老山地における土砂災害等の災害の危険性を考慮して、ハード面の整備をはじめ、ハザ

ードマップ等を活用し、災害危険箇所や避難経路、避難場所の周知に努め、防災・減災力

の向上を図ります。 
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４．まちづくり構想図 
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用
語
集 

用語集 
あ行 

用  語 解   説 

インバウンド 外国人の訪日旅行。 

インフラ  

インフラストラクチャ－の略。道路、橋りょう、ダム、学校、病院、

鉄道、上下水道、電気、ガス、電話など経済・生産基盤を形成する

ものの総称。 

汚水管渠 分流式下水道において、下水を流下させる管。 

オンデマンドバス 

交通不便地域の解消や高齢者・障がい者などの外出が困難な人の

日常生活の移動手段を確保するために、決まった時刻に、決まった

経路を移動する路線運行ではなく、乗客の希望に応じて予約制で

移動し、乗客がいなければ運行しない小型バス。 

  

  

か行 

用  語 解   説 

街区公園  
住区基幹公園の1つで、主として街区内に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園。 

合併処理浄化槽 

水洗トイレからの汚水（し尿）や台所・風呂などからの排水（生活

雑排水）を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして

放流するための施設。 

既存ストック 
これまでに整備された都市基盤（道路・鉄道・上下水道など）や公

共施設、建築物などの蓄積。 

基盤整備  

道路、鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、通信施設など

の都市施設や学校、病院、公園などの公共施設といった、住民の生

活や産業活動を支える施設。 

岐阜県新五流域総合治水対策

プラン 

長良川、揖斐川、木曽・飛騨川、土岐川、宮川の5流域において、

水害に対する安全・安心を高めていくための将来ビジョン。 

狭あい道路 幅員が狭く、自動車の通行に支障を来す道路。 

共助 
町内会や学校区くらいの顔の見える範囲内における地域コミュニ

ティで災害発生時に力を合わせるという考え。 

緊急輸送道路 

地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、高速自動車国

道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防

災拠点を相互に連絡する道路。 

近隣公園 
住区基幹公園の1つで、主として近隣に居住する者の利用に供する

ことを目的とする公園。 

グリーン・ツーリズム 
農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の

余暇活動。 

国定公園  

自然公園法に規定される、自然公園（優れた自然の風景地やそれに

準ずる地域）の1つ。このうち、国定公園は、国立公園に準じる景

勝地として環境大臣が指定し、所在の都道府県が管理するもの。 

コミュニティ・プラント 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて市町村が定める一

般廃棄物処理計画に沿って設置され、管渠によって集められたし

尿及び生活雑排水を併せて処理する施設。 
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用
語
集 

さ行 

用  語 解   説 

砂防指定地 

砂防法第2条に基づき、治水上砂防のための砂防設備を要する土地

または一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として、国土

交通大臣が指定した一定の土地の区域。 

シームレス 継ぎ目のない。 

市街化区域 
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域及び概ね

10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。 

自助 災害時に自分自身の命は自分で守るという考え。 

集約型都市構造  

中心市街地や鉄道駅などの周辺において、歩いて暮らせる範囲に

市街地のスケールを保ち、生活に必要な都市機能が集約した都市

構造。 

住区基幹公園 
住民の生活行動圏域により配置される都市公園で、地区公園、近隣

公園、街区公園に分類される。 

循環型社会 
有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持

続可能な形で循環させながら利用していく社会。 

親水空間 水と親しむことを主目的とした場所。 

水防計画 

洪水、内水等による水災を警戒し、防ぎょし、及びこれによる被害

を軽減する目的をもって、県下各河川に対する水防上必要な監視、

予防、警報、通信、輸送及びダム又は重要水閘門の操作、水防のた

めの水防団及び消防機関の活動、避難の指導、水防管理団体相互間

における協力及び応援並びに水防に必要な器具、資材及び施設の

整備及び運用について実施の大綱を示したもの｡ 

総合計画 
町が長期的な展望の下で自治体運営の基本理念やあるべき姿を定

めた、行財政運営の総合的な指針となる計画。 

ゾーン 区域、地域。 

  

  

た行 

用  語 解   説 

地域ブランド 
地域を主に経済的な側面から捉えたときの、生活者が認識する

様々な地域イメージの総体。 

地域防災計画 

ある一定の地域において、災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合に、各防災機関の任務を明確にし、全力をあげて災害の発生

を防止し、さらに応急的援助を行うなど被害の軽減に努めるよう、

事前の対策をまとめたもの。 

地域未来投資促進法 

地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対

する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進するこ

とを目的とする法律。 

治山機能 山崩れなどによる災害を未然に防止する機能。 

治水機能 河川の氾濫や高潮による災害を未然に防止する機能。 

低未利用地 

土地基本法において、土地は国民のための限られた貴重な資源で

あり、適正かつ合理的な利用をすべきものとして位置付けられて

いるが、こうした観点に立ったときに、本来、建築物などが建てら

れその土地にふさわしい利用がなされるべきと考えられる土地に

おいて、そのような利用がなされていない場合。 
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用
語
集 

た行 

用  語 解   説 

都市基盤  
一般的に道路・街路、鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、

通信施設などの生活・産業基盤や学校、病院、公園などの公共施設。 

都市計画区域マスタープラン 

都市計画法第6条の2の規定に基づく都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針のこと。一体の都市として整備、開発及び保全すべき

区域として定められる都市計画区域全域を対象とし、その区域ご

とに、都道府県が1市町村を越える広域的な見地から、区域区分を

はじめとして都市計画の基本的な方針を定める。 

都市公園 

都市計画施設である公園又は緑地で、地方公共団体又は国が設置

するもの。また、地方公共団体が都市計画区域内において設置する

公園又は緑地のこと。公園の種別としては、街区公園、近隣公園、 

地区公園、総合公園、運動公園、広域公園、特殊公園があるが、公 

園の機能に応じた規模の適正化を図るため、公園種別に応じた規

模を基準として定めている。 

都市施設 

道路、公園、下水道など、都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を

確保し、良好な都市環境を保持するための施設の総称。都市計画法

では道路、鉄道などの交通施設や公園、緑地などの公共空地等。 

都市モニタリングシート 

都市のおかれている状況を客観的に把握するために、都市計画に

関する種々の現況を把握した都市計画年報のほか、各種基幹統計

等に収納されている都市に関する多様なデータを一元的にまと

め、全体表と個表（市町村毎）に整理したもの。 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または

身体に著しい危害が生じるおそれがある区域であり、一定の開発

行為や居室を有する建築物の構造が規制されている土地の区域。 

土地区画整理事業 
宅地の利用増進と道路、公園等の公共施設の整備・改善を図るため

の市街地整備手法の1つ。 

  

  

な行 

用  語 解   説 

南海トラフ地震 南海トラフ沿いを震源域とする巨大地震。 

日常生活サービス機能 
診療所や介護施設、食料品や日用品を扱う商店、現金を引き出すた

めの金融機関など日常生活において欠かせないサービス機能。 

農業集落排水 
一般の公共下水道とは別に農業集落におけるし尿、生活雑排水な

どの汚水などを処理すること。 

  

  

は行 

用  語 解   説 

パークアンドライド  

自宅から自家用車で最寄りの駅又はバス停まで行き、車を駐車さ

せた後、バスや鉄道等の公共交通機関を利用して都心部の目的地

に向かうシステム。 

ハザードマップ 
災害想定区域や避難場所、避難情報の伝達経路、過去の災害実績等

を住民にわかりやすく示した図。 
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用
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は行 

用  語 解   説 

ハブ 中核、結節点。 

バリアフリー 

障がい者や高齢者が行う諸活動に不便な障壁（バリアー）がない状

態のこと。例えば、階段の代わりに緩やかなスロープを設置するこ

とや、道路の段差がない状況のことをいう。 

ファーストワンマイル・ラス

トワンマイル 

自宅から交通拠点（公共交通の乗降場所）、交通拠点から自宅まで

の道のり。 

ポテンシャル 潜在的に有する機能・能力や可能性。 

  

  

ま行 

用  語 解   説 

道の駅 

各自治体と道路管理者が連携して設置し、国土交通省により登

録された、商業施設・休憩施設・地域振興施設等が一体となっ

た道路施設。 

モビリティサービス 
自動車を移動・輸送の用途に利用するサービスの手段と位置づ

け、このサービスを円滑に提供するための一連のサービス。 

  

  

や行 

用  語 解   説 

ユニバーサルデザイン  
年齢や障がいの有無等に関わらず、最初からできるだけ多くの人

が利用可能であるようにデザインすること。 

用途地域 

都市計画法に基づき、都市の環境保全や利便の増進のために、建物

の用途等に一定の制限を行う地域。用途地域は13種類あり、住居系

は8種類、商業系は2種類、工業系は3種類に区分される。 

養老町特産ブランド認証品 

平成27年度より本町の魅力をPRするため、目玉となるような特産

品等の発掘や開発について検討し、継続して魅力ある商品や製品

を町内外へ広く販売戦略をしていく「養老町特産ブランド認証」事

業。 

  

  

英数字 

用  語 解   説 

DID 人口集中地区 

6次産業施設 
農林漁業者（1次産業）が、生産だけでなく、食品加工（2次産業）、

流通・販売（3次産業）にも取り組む施設。 

(都)、(主)、(一) 

(都)…都市計画道路 

(主)…主要地方道 

(一)…一般県道 
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